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第１回定例教育委員会会議録 

 

１ 日程    平成２９年２月１３日(月) 

２ 場所    藤井寺市柏原市学校給食組合会議室  

３ 案件     

 ○ 会議録署名委員の指定について 

 ○ 前回第３回定例教育委員会会議録の承認について 

 

（１）議決事項 

  議案第１号  平成２９年度の給食について 

  議案第２号  評価委員の選任について 

 

（１）報告事項 

  報告第１号  平成２８年度一般会計補正予算について 

  報告第２号  平成２９年度一般会計予算について 

  報告第３号  学校給食費の滞納問題について 

  報告第４号  学校給食の危機管理について 

   

４ 出席者          教育長     多田  実 

               委員      藤本 英生 

               委員      三宅 義雅 

               委員      吉原  孝 

 

５ 欠席者          委員      粂野 聡史 

 

６ 市教育委員会事務局出席者 藤井寺市教育委員会事務局 教育部理事  

               柏原市教育委員会事務局 学務課長  

 

７ 事務局出席者       給食課長     

               給食課長代理   

  

        午前９時５３分 委員会開会を宣して日程に入る。 
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○給食課長   

  それでは、第 1回定例教育委員会会議に入ります前に、本日、粂野委員より欠席のご連絡をいただいて

おります。事務局の方から傍聴者の報告をさせていただきます。給食組合教育委員会会議規則に基づきま

して公開しておりますが、本日の傍聴希望者がおられませんでしたので、ご報告させて頂きます。また、

この会議の内容につきましては、会議録にまとめ公表する予定にしていますので、会議の内容を録音させ

て頂きます。会議録作成後には、消去いたしますので、ご理解、ご了承をお願いしたいと思います。尚、

本日の案件で給食費の滞納についてご報告いたしますが、個人情報や簡易裁判所への支払督促申請に影響

がある部分については、一部削除させていただく場合もございますのでご了承願いたいと思います。 

続きまして、本日の配布資料のご確認をお願いいたします。まず、招集告示の写し、第１回定例教育委

員会会議次第、前回の会議録、資料ＮＯ.１から途中に経歴書も入りますが、ＮＯ.６－２まで、それと別

冊子といたしまして、平成２８年度補正予算書、平成２９年度の会計予算書、資料ＮＯ.７の学校給食に

おける異物混入対応マニュアルでございます。よろしくお願いいたします。 

  それでは、多田教育長よろしくお願いいたします。 

  

○教育長 

  改めまして、おはようございます。総合教育会議に引き続きお疲れのところだと思いますが、どうぞよ

ろしくお願いします。 

  ただいまより、教育委員会会議の方を始めさせていただきます。先程も話題として出ましたが、和歌山

県御坊市の方でノロウイルスに伴う食中毒の発生ということでございます。当センターでもこれに関わっ

て、各学校での保護者の心配も予想されたということで、給食センターでの衛生管理の状況について、校

長の方にもお示しもしていただいたところです。今後とも色々な面で衛生管理の徹底を、これまでどおり

に推進していくということが大切かと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  本日は議決案件が２件、報告案件が４件でございます。ご審議をどうかよろしくお願いいたします。そ

れでは案件に入らせていただきます。まず、本日の会議録の署名委員ですが、藤本委員どうぞよろしくお

願いいたします。続いて、前回第３回定例教育委員会会議録の承認についてということですが、これまで

も目を通していただいているということもございます。ご承認いただけますでしょうか。 

 

○教育委員一同 

「はい」の発言 

 

○教育長 

  承認ということで、対応させていただきたいと思います。 

  それでは、議案に入ります。議案第１号平成２９年度の給食について、事務局から、説明をよろしくお
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願いいたします。 

 

○給食課長 

  はい、座ってご報告をさせていただきます。平成２９年度の給食についてでございますが、１月２５日

の理事会で、案としてご説明させていただき、承認していただきました。今回、この教育委員会会議で、

ご審議いただき決定をお願いするものでございます。 

  では、資料Ｎｏ．１給食日程表の案をご覧いただきたいと思います。年間の給食回数ですが、表の下の

方に書いてあります１８４回を予定しております。これは、今年度と同じ回数でございます。カレンダー

の方に目を向けていただきまして、まず、カレンダーの四角で囲んでいるものが、始業式と終業式です。

丸の囲みは祭日でございます。１学期の給食は４月１４日の金曜日から開始する予定にしております。１

年生は１週間後の２１日の開始でございます。１学期の最終日は７月１４日まで６３回ございます。２学

期は、９月５日から１２月２０日までの７３回。３学期は１月１１日から３月２０日までの４８回で、給

食センターが稼働しております年間の給食回数が１８４回でございます。小学校新１年生は、入学して一

定、学校に慣れてから給食を始めるということで、１週間遅らせていただいております。日程表の下に、

小学校の実施回数１７８回としておりますが、これは給食センターが稼働しております１８４回から、ど

の学校でも行事等で給食をしない日がございます。卒業式、日曜参観の代休、校外学習等６回は給食を止

めて、１７８回としております。後ほど説明させていただきますが、この回数を基に給食費の費用を算出

しております。中学校は、学校行事が小学校と比べますと、かなり多く１６回止めまして、１８４回から

１６回を引いた１６８回が給食実施回数で、小中学校とも今年度と同じ回数で、来年度も実施するように

考えております。今、申し上げました行事の回数が増えたりして給食を止めた場合は、１食分を還付金と

して給食費を減額して学校の方に請求いたします。以上簡単ではございますが、給食日程についてご説明

させていただきました。以上、よろしくお願いいたします。 

 

○教育長 

  はい、一つずつ進めていきたいと思いますが、給食の回数等ですが、今年度と同様というかたちでのご

提案がございました。この件で、いかがでしょうか。はいどうぞ。 

 

○教育委員 

  ２、３回前の委員会の中でも話が出たかと思いますけれど、夏休みの最後の１週間ぐらいが、もし給食

が可能であれば、そのことによって子ども達の授業を、ここも含めて授業日数を増やすことができること

になるんですね。特にこれから英語だとか道徳の授業が新たに正規の科目として入ってきます。そういう

ことを補習的な意味もあると思うんですけれども、授業日数を増やしてある程度カバーしていくというこ

とも将来的には考えていかないとならないと思っています。ただ、前におっしゃったみたいに、夏休みの
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期間はセンターの補修、清掃等の期間ということで、なかなかその調整が難しいというお話をお聞きしま

したけれども、できればそれを検討していただいて、特に最後の１週間の４日間ですね、このカレンダー

でいいますと２８日から３１日まで、９月１日から給食が始まるところを４日間前倒しをして、やってい

ただけることは考えていただけないかなと思います。 

   

○給食課長 

  実際に給食をするのは可能でございます。それで、先生も今、おっしゃったように大きな改修工事がな

ければいけるんですけれど、改修にあたっても期間を決めてきちんとすればいけるかなというふうに思う

んですけれど、夏はお盆が中に挟んでまいりますので、その間は業者の方のお休みですので厳しいのは厳

しいです。 

 

○教育長 

  今、委員の方からお話があった件は、これは単独市の学校給食ということでしたら、考え方もいいんで

すけれど、例えば学校のエアコンの設置でありますとか、そういったあたりとの関連とかで、また教育委

員会規則での学期の設定でありますとか、そういったことにも関わるところもありますので、本当に大事

なことで、これも大きな検討課題でありますが、そういった環境整備とも絡めながら、この場ででも前に

進めていかなければならない課題とも思います。 

他、関連してご意見ございますでしょうか。 

また、検討課題ということでよろしいでしょか。 

 

○教育委員 

  はい。 

 

○教育長 

  他の点で、特にございませんか。 

この件で、特に理事会で何かご意見とか問題定義とかがあればお願いします。 

 

○給食課長 

  日程につきましては今年度と変わりがないということでございますので、各校長先生方からのご意見は

ございませんでした。 

 

○教育長 

  はい、ありがとうございます。それでは次に進めさせていただいてよろしいでしょうか。 
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では、次、よろしくお願いいたします。 

 

○給食課長 

  資料の方は、Ｎｏ．２でございます。給食の栄養でございます。まず、給食の栄養ですが、文部科学省

より１日３回食事をいたしますが、学校給食で必要な栄養量は、３分の１を摂るようにということをうた

われております。ここに文部科学省より栄養摂取基準というのを、ブラフにしておるんですけど、その中

に書いております中でも、カルシウムやビタミンＢ１、Ｂ２でございますが、家庭で取りにくい物につい

ては、多く取るような基準になっております。タンパク質に関しましては、より魅力的な給食になるよう

にということで５０％に基準が定められております。この栄養基準量を充足出来るよう栄養士が毎月献立

を立てております。保護者の方々にも給食での栄養量を知っていただくために、毎月の献立表を配布して

いる献立表の下に、文部科学省の栄養摂取基準と給食センターでの、その月の平均栄養量を表にしたもの

でお知らせをさせていただいております。 

  次に給食の内容ですが、パン、米飯、牛乳は、公益財団法人大阪府学校給食会と購入契約して加工先等

を決めております。大阪府下の市町村は、学校給食で使用する、パン、ご飯、牛乳はこの学校給食会より

購入いたしております。府下全体で発注することで、当然ながら安く購入できて、安定した物資の供給が

確保されております。また、色々な検査、農薬検査や放射能検査等の検査体制もしっかりしてくれており

ますので、安全安心な給食物資を提供できているのではないかなというふうに思っております。まず、パ

ンでございますが、今年度と同じように週１．５回の実施と考えております。加工先は、関西食品工業で

当給食センターの食数に対応できる供給能力があります。場所も八尾の方で、すぐに色々と対応できる立

地条件も備えております。給食時間内に配送できるようなことも考えまして関西食品工業を選定いたして

おります。パンの大きさも、低学年、中学年、高学年と量を変えて提供しています。２６年度より給食を

開始した中学校のパンでございますが、小学校中学年の１．５倍としております。パンの種類もここに書

かれておりますパン以外に、アップルパン、さつま芋パン、豆乳ロール等、バリエーションにとんだパン

を提供したり、あと、平成２４年度より栄養士とパン業者の協力のもと、卵アレルギーの児童生徒が食べ

られるように、全て卵抜きのパンを提供しております。卵を抜いて美味しくないとかいうふうなことは聞

いておりません。試食会でもご紹介しているんですけれど、卵を入れていないということでパンの味が変

わったというのも聞いておりませんので、卵アレルギーの子どもがみんなと一緒にパンを食べられるよう

な卵抜きのパンを提供させていただいております。米飯は、週３．５回で、委託炊飯が週３回で、毎週金

曜日は麦入りご飯を提供しております。センターで作ります炊き込みご飯が週０．５回ということで、２

週間に１回の割合で炊き込みご飯を作っております。米飯の量もパンと同じように小学校中学年の１．５

倍が中学生の量になっております。委託先は、パンの加工先と同じの関西食品工業です。米は、滋賀県産

キヌヒカリで、学校給食専用銘柄米でございます。この専用銘柄米は、産地ＪＡの協力のもと、学校給食

用として特定して、品種安全検査等を実施し、また、不作の時においても安定供給できる体制をとってお
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ります銘柄米でございます。銘柄米の購入により、安価に購入もできるようなお米でございます。新米に

ついては、全市町村が参加して品質試食会というものがありまして、栄養士が参加して産地や価格を見な

がら選定しています。牛乳は、今年度と同様に生乳１００パーセント成分無調整の２００ｃｃ紙パック入

りの牛乳をお届けしたいと考えております。加工先は平野区にあります、いかるが乳業でございます。献

立の内容ですが、旬の食材を取り入れたり、郷土料理、世界の料理、それと今、実施しております児童生

徒の献立コンテストを実施して、優秀な献立を実際の給食献立に取り入れて提供しております。今年度は、

栄養士が募集しまして１，８００人の応募があり、その中で代表的な本当に栄養価も考えた献立内容で、

その月々の献立表の中に取り入れて紹介をさせていただいております。行事食につきましては、ひな祭り

献立として、ちらしずし、菜の花のおひたし、菱形ゼリー。それと、卒業お祝い献立としては、赤飯や特

別なゼリーということで、学校を卒業して巣立っていくという思いも込めまして、栄養士の方がすだち、

果物のすだちですね、すだちの入ったゼリー、学校を巣立つという願いを込めて、見た目で楽しく、栄養

量も考えた給食を、今後もより良い献立のために提供していきたいと思います。給食の栄養と給食内容に

つきましてご説明させていただきました。献立表を用意させていただいていますので、また持ち帰って見

ていただいたらいいかなと思います。子どもが考えた献立とか、行事食とかも入れておりますので、よろ

しくお願いいたします。２月の献立表の裏面には献立コンテストということで、これは今回、藤井寺中学

校の３年生が考えてくれた献立を紹介しております。もう一枚、３月分の予定献立表、これはまだ校正中

でございますが、裏面に郷土料理のこととか行事食などを紹介しているものを載せて、皆さんに給食セン

ターでの活動や内容を紹介させていただいております。１０日でしたら大阪府の郷土料理ということで、

河内のっぺ、たこのから揚げ、大阪白菜の和え物という郷土料理についても紹介させていただいておりま

す。以上でございます。 

 

○教育長 

  ありがとうございました。給食の栄養に関わって、また、給食内容として、パン、米飯、牛乳の扱い、

また献立を作る上での色々な工夫やアイデアといったあたりのご説明がございました。何か今のご説明の

中でご意見やご質問等があれば、よろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。 

  私から一点、昨年、野菜が大変高騰した時期がございました。そういった中で献立等、色々とご苦労さ

れて、工夫もしていただいたと思いますが、今後そういった状態がないとも限らないんですけれど、その

あたりはセンターとして安定的な給食ということで、対応を何かお考えがあれば、お聞かせいただきたい

と思います。 

 

○給食課長 

  まず去年の２学期の開始する９月からですけれども、野菜の高騰がずっと続きました。これは台風の影

響と大雨の影響で、人参１ｋｇ当たり９９円が５００円というような、本当にこんな価格でいいのかなと
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いうぐらいの価格になりました。それ以外の、ブロッコリーやカリフラワーとか色々なものが値上がりい

たしました。その３品目から４品目の野菜で、月２，５００，０００円の赤が出てまいりまして、これを

どうしようかということで、栄養士は毎日の献立の中の食材を、人参を何ｇ減らしましょうとか、お肉を

何ｇ減らしましょうとかと地道な作業を毎日してくれました。おかげをもちまして、１２月までには何と

か赤字を出さない状況まではこぎつけたんですけれど、その２，５００，０００円といいますと、一日の

給食費の食材料費になるんですけれど、他からいただくようなことはできませんので、栄養価も考えなが

ら、グラム数を減らしながら、そういった地道なことを栄養士はしてくれました。あと、寒波の影響で３

学期も、まだ高値は続いている状況でございます。以上でございます。 

 

○教育長 

  ありがとうございました。それでは次にまいりたいと思います。お願いします。 

 

○給食課長 

  それでは、資料Ｎｏ．３給食食材料費の案でございます。給食費の値上げは来年度も考えず、今年度と

同額でございます。保護者負担額の月額給食費でございますが、回数の少ない月や多い月もございますが、

一律の徴収額として、小学校低学年３，７００円、中学年３，８００円、高学年３，９００円、中学校は

４，３００円といたしております。１年生は４月２１日からの給食でございますので、低学年の１食分の

価格約２２８円の６回分を徴収したいと思っております。続きまして、1食分の内訳ですが、先ほど、給

食回数のところでも説明いたしましたが、給食実施回数、小学校１７８回、中学校１６８回のプール計算

による予定額を出しております。表の中学年の所をご覧いただきたいと思います。牛乳の価格は、大阪府

の流通対策室で入札を行いまして府下同一価格の決定をいたしておりますが、まだ来年度の価格は決定し

ておりません。２９年度につきましては、３月末頃に入札されまして決まる予定になっております。ここ

に挙げている価格は、今年度の価格を載せております。パンと米飯の価格も決定しておりません。これも、

今年度の価格を提示させていただいております。中学年のパンのところ、パン１．５回の平均価格が５０

円２９銭、ご飯週３．５回の平均が５１円４０銭、パンとご飯の主食の平均が５１円０７銭でございます。

１食分の合計額２３４円８３銭は、中学年の月額給食費３，８００円を１１か月で掛けまして、小学校給

食実施回数１７８回で割った価格でございます。この１食分の合計２３４円８３銭から、牛乳代とパン、

ご飯の平均を引きました１２９円１９銭がおかずにかけられる費用でございます。月額の給食費が変わり

ませんので、例えは、牛乳代金が増えたり、パン、ご飯の価格が上がった場合は、この１食分からその上

がった分を引いて、最終的には、このおかずの費用から調整することになりますので、パンとご飯が上が

りしますと、当然おかずにかけられる費用が少なくなるというようなことでございます。中学校も小学校

と同じように算出しています。今年度のパンと牛乳については、若干上がるということは聞いております。

次に、１食分の徴収額と還付額はそれぞれの場合によって額を決めております。非常勤の職員の給食費、
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試食会等の試食費、これらについての価格の変更はございません。次の資料のＮｏ．４を見ていただきた

いと思います。給食費に関連いたしまして、給食費の改定年度や給食費の改定額などを年次明細表として

付けております。これはご参考にしていただきたいと思います。以上、２９年度の給食費について提示さ

せていただいた方法で考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。以上でございます。 

 

○教育長 

  ありがとうございました。給食費の関係とか、色々値上がった場合の仕組みとか、そういったこともご

説明いただいたかと思います。基本的には今年度と変わらないという考え方でいいでしょうか。 

 

○給食課長 

  はい。 

 

○教育長 

  いかがでしょうか。何かご意見ご質問等ございませんでしょうか。特に理事会で何か議論になったとか

ございませんか。 

 

○給食課長 

  はい、今後のことになるんですけれど、やはりいずれは消費税が８％から１０％になるということでご

ざいますので、その時期に値上げを考えていかないといけないかなというふうに思います。あとは、後ほ

ど言いますけれど、滞納給食費の関係もございますので、それも踏まえた上で、給食費を改定はお願いす

る時期になっておるのではないかと、そういうようなご意見とか、校長先生からの質問もございました。

以上でございます。 

 

○教育長 

  先ほど来年度、若干、牛乳等が値上がる可能性があるというお話もございましたが、そういうことも含

めて、消費税１０％の段階で検討しなければならないというふうなご意見が理事会で出ていたということ

でございます。そういうことも含めて、ご了承いただけますでしょうか。 

 

○教育委員一同 

「はい」の発言 

 

○教育長 

  ありがとうございます。 
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○給食課長 

  ありがとうございます。 

 

○教育長 

  それでは続いてお願いします。 

 

○給食課長 

  続いて資料Ｎｏ．５、配送時間と回収時間についてでございます。これは、配送計画の左の端の番号で

ございますが、１から１２は、配送車輌１２台で給食を学校にお届けしています。中学校給食を開始した

時にトラックを４台増車しております。1番のトラックのコースでございますが、１１時５分に給食セン

ターをスタートいたします。堅下南中学校、堅上中学校、堅上小学校３校分を一度にトラックに積み込み

まして給食センターをスタートいたします。ここはクラス数が少ないので、給食コンテナ全部を積み込ん

で出発します。学校の名前の下の時間につきましては、学校到着予定時間でございます。 

 次の２番目のコースは、クラス数が多い学校でございますので、１校分のコンテナしか積み込みができま

せんので、一度学校に行きまして、学校からセンターの方に戻りまして、別の学校に持っていくコンテナ

を積み直しまして、配送するコースでございます。来年度もこの配送回収計画で実施したいと思っていま

すので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

○教育長 

  ありがとうございました。学校の規模でありますとか、トラックの台数とか、距離の問題も含めて、よ

りベターなかたちでということで作っていただいていると思います。この件で理事会でご意見等ございま

したね。そのあたりを説明お願いします。 

 

○給食課長 

  道明寺中学校は、給食を持っていく時間が一番遅くて、食器を回収する時間が一番早いので、これをな

んとか回収時間を遅らせていただくことは可能ですかというご意見が、中学給食を開始した当時から言わ

れておりまして、うちの方も何らかのかたちで工夫して、学校に到着する時間も、１０分１５分程度なら

遅くするのは可能で、給食センターを出る時間をずらせまして対応をお願いしておりました。やはりもう

３年も経ちまして、同じ学校が負担になることをしておりますので、道明寺中学校に行った後の次の学校

と振り替えすることはできませんかというご意見を頂戴いたしましたので、堅下北中学校の校長先生にご

相談させていただいて、来年度は振り替えてもいいよというお答えをいただきましたので、４月の理事会

でそういうご提案をさせていただいて、このコース、８番のコースを、学校を変えさせていただく報告を

する予定です。 
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○教育長 

  これはまだ変更前の状態ですね。入れ替わるんですね。 

 

○給食課長 

  そうでございます。今度また４月の理事会でご報告させていただこうかなというふうに思っております。 

 

○教育長 

  そうですか。それは両校とも事前に話等はしていただいているんですか。 

 

○給食課長 

  はい、両校の校長先生にもお話はさせていただきました。 

 

○教育長 

  ありがとうございました。何か他の点で、ご意見ご質問等ございませんか。 

  ないようですので、平成２９年度の給食については、承認ということでよろしいでしょうか。 

 

○教育委員一同 

「はい」の発言 

 

○教育長 

  ありがとうございます。では次、よろしくお願いいたします。 

 

○給食課長 

  案件の議案第２号、評価委員の選任についてでございます。経歴書を付けさせていただいております。

評価委員の選任につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律により、教育委員会は、毎年

その権限に属する事務の管理及び執行状況についての点検・評価を行い、その結果に関する報告書をまと

めまして、議会に提出するとともに公表する事が定められています。給食組合教育委員会もこの法の趣旨

に則って、効果的な給食運営の推進につとめ、市民への説明責任を果たすために、事務事業の施策につい 

て報告書を取りまとめ、学校給食全般に関して学識経験者の点検・評価を受けて報告することになってい

ます。以上の事により、平成２９年度の評価委員の選任をお願いするものでございます。経歴書でござい

ますが、ここにあげております先生でございますが、眞木優子先生。この先生は今現在、大阪女子短期大

学の方に准教授として在籍しておられます。略歴にも挙げておりますけれども、２５年４月に大阪女子短

期大学生活科学科の非常勤講師、それと２５年度からは神戸大学発達科学科非常勤講師、今も講師として
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いっておられます。２６年の４月から大阪女子短期大学の准教授になられましたが２９年３月３１日をも

って退職され、残念ながら大阪女子短期大学は３０年３月３１日をもって閉学いたします。新たに先生は、

２９年４月に園田学園女子大学短期大学部准教授に内定をされました。この経歴書をもとに、評価委員の

選任のご同意、決定をお願するものでございますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

○教育長 

  ありがとうございました。 

  今、ご説明いただいたように、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第２６条第２項に基づいて

教育委員会の事務の点検評価にあたり、学識経験者の評価委員を選出するという必要がございます。それ

に伴って、事務局より、眞木優子先生をご推薦いただいたというところでございます。大阪女子短期大学

の生活科学科で、色々と実績を積まれておられます。私どもも色々と地元ということで、児童生徒の交流

というふうなことで、調理でありますとか、そういったことも実施するなかで、色々ご指導もいただいた

先生でございます。そういうかたちで選定いただいたということでございます。２９年４月からは、園田

学園女子大学の短期大学部の准教授としてご就任いただくということが決まっておられるというふうに

伺っております。そういうことで、評価委員として承認させていただいてよろしいでしょうか。 

 

○教育委員一同 

「はい」の発言 

 

○教育長 

  それでは、承認ということにさせていただきます。ありがとうございました。 

  次に、報告案件に入らせていただきます。報告の第１号ですが、平成２８年度一般会計補正予算につい

て、よろしくお願いします。 

 

○給食課長 

  まず、報告の第１号、平成２８年度補正予算、並びに、２９年度の当初予算につきましては、２月１日

の給食組合議会で議決されました内容についてご報告させていただきます。それでは、平成２８年度藤井

寺市柏原市学校給食組合補正予算第２号につきまして、説明させていただきますので、補正予算書をご覧

いただきたいと思います。まず、補正予算書の１ページをお開きいただきまして、中身の方を説明させて

いただきます。本補正予算案は、第１条におきまして、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞ

れ、２３,２０８,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ、６２６,９０１,０００円とするも

のでございます。歳入歳出予算補正事項別明細書に基づきまして、教育費関係の歳出より説明申し上げま

す。恐れ入ります、７ページをお開き願いたいと思います。款３教育費、項１教育総務費、目１教育委員
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会費でございます。これの主なものでございますが、６８，０００円の減額補正でございます。これは、

評価委員の報酬と議員視察が見送りになりました関係で同行いたします教育長の旅費の不要額でござい

ます。次に、節７の賃金で２，７７４，０００円の減額補正でございます。これは、パート調理員の年度

途中での退職者５名と、育児休業に入っておりますパート調理員１名分の減額した賃金の合計でございま

す。続いて、節１１需用費の９，１２５，０００円の減額補正でございますが、主なものとして、光熱水

費、これは電力自由化の効果といたしまして、電気料金、これは基本料金が下がりまして、約１００万円、

ガス料金は、液化天然ガスの原料安に伴う燃料調整制度により、単価が下がったものが大きく、約６００

万円の減額ができました。また、無駄な蒸気をなくす改修工事を行いまして、ガス使用量の大幅な改善効

果が得られました。夏に改修して約４３０，０００円程掛けまして、その効果として９月から１２月まで

の４か月で約１００万円の減額ができました。以上合計で、８００万円の減額になったものでございます。

あと、消耗品費と修繕料では、執行残として減額補正するものでございます。次に、８ページをお願いし

たいと思います。８ページの節１３の委託料でございますが、９，６０３，０００円の減額補正でござい

ます。主なものといたしましては、配送委託は、公募による長期継続契約の入札でございます。従来まで

の業者が、新車での対応でしかできない、また、賃金のアップもありますので、大幅な増額が見込まれま

した。今の業者につきましては、平成１３年度から５年ごとの長期継続契約をしております。これを引き

続いていたしますと、車の方がもう１５年経って、あと５年長期継続契約しますと、２０年目を迎える車

をずっと使用しておりますと、事故とか故障等ございますと配送業務に支障をきたし、なおかつ故障した

車を契約年度中に新車にしないといけない、そういうリスクをはらんでおるので、今の車を継続使用はで

きないということでの新車での入札を言ってまいりました。あと人件費でございますが、最低賃金は大阪

府の方でも改定がございましたが、契約期間中は人件費についても上げることができないというふうなこ

とも踏まえて、今年度は大幅な増額が見込まれました。結果的には管理者予定価格以内で、落札すること

ができまして、９，２４６，０００円の落札減が出たものでございます。 

  次に、歳入につきましてご説明させていただきますので、５ページをお願いしたいと思います。５ペー

ジの方に歳入についての表がございますが、款１分担金及び負担金につきましては説明欄記載のとおり、

藤井寺市が１１,１９５,０００円、柏原市が１２,０１２,０００円、両市合わせまして２３,２０７,００

０円を減額補正するものでございます。款４諸収入、項１預金利子でございますが､利子収入がございま

せんので､減額補正するものでございます。以上、誠に簡単ではございますが、平成２８年度藤井寺市柏

原市学校給食組合補正予算第２号の報告とさせていただきます。以上でございます。 

 

○教育長 

  ありがとうございました。組合議会でご承認いただいた内容ということでございます。色々と減額の説

明等がございましたが、特に何かご質問ご意見はございますでしょうか。 

  はい、どうぞ。 
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○教育委員 

  先ほど、学校給食の配送委託料が、９，２４６，０００円の減額になったということの説明がありまし

たが、それは当初予算からの減額ですね。 

 

○給食課長 

  そうでございます。 

 

○教育長 

  ということは、だいぶ安くすんだということですか。 

 

○給食課長 

  はい、試算するにあたってかなり苦労いたしました。今、継続業者の方に来年度はどれくらいの値上げ

の見込みになるのか、あらかた線を設けないと予算をたてられませんので、業者と協議しましたがきちん

とした答えを出しませんでした。そこで、給食センターで試算いたしました。 

 

○教育委員 

  そしたら、結局違う業者になったんですか。 

 

○給食課長 

  結果、同一業者が落札いたしました。新車にするとどれぐらい掛かるのかというのを基に、給食センタ

ーの方で試算しました。 

 

○教育委員 

  給食センターの方で、独自に出された訳ですね。 

 

○給食課長 

  それしか出せないので。 

 

○教育委員 

  新車にしたのに安くなったんですか。思っていたほど高くならなかったんですね。 

 

○給食課長 

  他の業者が来るのかも分からないから、かなりの額を落としてきたと思います。 
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○教育委員 

  結果的に、多めに予算を当初は組んでいたけれど、安くてすんだ、思いのほか値上がりせずにすんだと

いうことですね。 

 

○給食課長 

  はい。 

  

○教育委員 

  それは非常にありがたいことですね。分かりました。 

 

○教育長 

  なかなか限られた時間帯で、それなりのトラックの台数を持っている業者でないといけないですね。 

 

○教育委員 

  そうですね。今年は新しい車になったんですね。 

 

○教育長 

  あと、それぞれの学校の配膳室の実態でありますとか、そういった様々なことを協議していただく中で、

やはりこれぐらい掛かるだろうなというようなことで設定したんですが、結果としてはありがたいことだ

と思います。 

 

○教育委員 

はい、わかりました。 

 

○教育長 

  よろしいでしょうか。 

では、報告第２号平成２９年度一般会計予算について、よろしくお願いします。 

 

○給食課長 

  平成２９年度藤井寺市柏原市学校給食組合予算書の方をご覧いただきたいと思います。今年度予算につ

きましては、両市より限られた財源の中、緊急性、必要性を見極め厳正に絞り込んだ事業のみ計上するこ

とを受けまして、給食組合でもその考えで、予算編成に臨んだものでございます。しかし、この施設も４
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５年が経過し、いたるところで老朽化が進んでまいっております。中学校給食の開始に伴う大規模改修の

時に色々要望させていただきましたが、総事業費の関係で見送られましたものも多数ございます。これに

ついては、次年度以降に実施するご判断を中学校給食施設検討委員会と協議会で決定されました。それに

関連いたします改修や買換え、また新たに発生いたしました事業について新年度予算として計上させてい

ただいております。それでは、お手元の予算書の１ページをお開き願いたいと思います。平成２９年度の

予算につきましては、第 1条歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５７９,５０３,０００円とし、款項

の区分及び金額は、第１表歳入歳出予算と定めるところでございますというのを設けております。次に、

第２条でございますが、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことのできる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を第２表において定めるものでございます。この表につき

ましては、４ページに表しておりますので後ほど見ていただきたいと思います。次の第３条では､歳出予

算の流用について定めるものでございます。平成２９年度予算総額は、前年度当初予算総額と比較いたし

まして、７１,２９４,０００円の減額になったものでございます。 

それでは、歳入歳出予算事項別明細書に基づきまして、主な内容を歳出からご説明申しあげます。１１

ページをお願いいたします。ここも教育費関係の予算を表しておりますが、款３教育費、目１教育委員会

費は、教育委員の報酬７２,０００円などが主なものでございまして、１４０,０００円の計上でございま

す。次に、目２事務局費は､給食調理業務に要します経費で､新年度予算額は４９６,４９８,０００円で、

前年度と比較いたしますと、４,７４６,０００円の減額になっております。主なものにつきまして、ご説

明申しあげます。節２の給料、節３の職員手当等、節４の共済費及び節７賃金は、事務職員６名、調理職

員３０名、再任用４名とパート調理員４２名の人件費等を合わせまして、３００,３２０,０００円の計上

でございます。次に１１需要費でございますが、８１,５５０,０００円を計上させていただいております。

消耗品費１１,８０３,０００円、光熱水費は５９,０００,０００円、修繕料でございますが緊急修繕費４,

７００,０００円を含めました７,４００,０００円、予定いたします修繕の内容でございますが、第２セ

ンター連続食缶保管庫、これは設置後１８年が経過し内蔵されております放熱管、これは蒸気の熱を放熱

管に伝えまして、その熱によって食缶を消毒乾燥保管する保管庫の放熱管でございます。この放熱管は蒸

気漏れが多発しております。その都度、部分修理はしておるんですけれども、やはり取り替えする時期に

きておりますので、取り替える費用として、２,３５０,０００円が主な内容でございます。あと、被服費

２,３００,０００円、これは調理職員等に貸与いたします作業服が主な内訳でございます。夏服と冬服を

一人に各２枚貸与を予定しております。次に１２ページをお開き願いたいと思います。１２の役務費でご

ざいますが、手数料は、食品検査や法律で定められている施設設備に関わる検査手数料として４,０９６,

０００円を計上しております。節１３の委託料は、説明欄に記載しておりますように学校給食配送委託か

らホイストクレーン保守点検業務の８件と冒頭でも申しましたが、新年度新たに計上いたしました。弁護

士委託料の５０４，０００円でございます。中学校給食を開始すると同時に小学校で滞納しております給

食費の対応を事務局でするようになりました。協議会でこれも決定されておりますが、現在給食費の滞納
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も多額になっておりまして、簡易裁判所へ支払督促の申請を顧問弁護士に依頼する費用でございます。以

上、９件で総額８６,８６３,０００円の計上でございます｡次に、節１８備品購入費でございますが、主

なものは、第２センターの食器洗浄機の買い替えとして、２３,０００,０００円が主なものです。中学校

給食開始に伴いまして、補助金を最大限に獲得するために、中学校給食施設検討委員会で、第１センター

で中学校の給食を作りましょう、第２センターでは小学校給食を提供する決定がなされ、補助金を申請い

たしました。しかし、給食開始時間、子ども達が給食を食べる時間の関係もありまして、実際の運用とし

て両センターで、中学校の給食を作っております。小学校は、食器は３枚ですが、中学校はご飯の量が多

い関係で大きなお椀を使いますので４種類の食器となります。今言いました第２センターでございますが、

第２センターは食器洗浄機が小学校対応になっている為、就業時間内に食器の洗浄ができず、代用として

食缶洗浄機で、調理員が食器をほぼ毎日約２，０００枚を３年間、手流しで食缶洗浄機のコンベアに並べ

る作業をしております。食缶洗浄機で食器を洗うことで、衛生上問題ないのかという疑問も生じますが、

きちんと拭き取り検査をして、検証のうえ確認をして、これは問題ございませんでしたが、やはり一番気

になりますのが、アレルギーの原因物質が残っておれば、死亡事故につながる可能性も考えられます。ま

た、調理員の作業環境も改善するためにも、これはどうしても買い替えをお願いしたいという要望をいた

しまして、予算を付けていただきました。買い替えに当りましては起債を考えまして、予算額の７５％、

２３，０００，０００円に対しての７５％の、１７，２００，０００円を地方公共団体金融機構の方に借

り入れる予定にしております。次に、款４公債費でございますが、中学校給食実施に要する財源として借

入れいたしました地方債２１３,８００,０００円の元金償還と利息の支払いで、合わせまして２７,０８

８,０００円を計上させていただいております。款５諸支出金、項１基金費、目１基金費は、科目設定と

しての１,０００円、款５予備費につきましては、５００,０００円を計上させていただいております。 

続きまして、歳入についてご説明申しあげます。７ページにお戻りいただきたいと思います。款１分担

金及び負担金、項１分担金、目１組合費分担金でございますが、関係市分担金といたしまして、藤井寺市

２７３,０５１,０００円､柏原市２８８,９５３,０００円､合計５６２,００４,０００円をお願いするも

のでございます｡内訳は組合規約に基づく投資的経費該当分として両市均等割分が、４,０７５,０００円

ずつでございます。管理運営に要します経費は、児童生徒数割分が藤井寺市２６８,９７６,０００円、柏

原市２８４,８７８,０００円でございます。平成２８年９月末現在の両市の児童と生徒数の合計により按

分させていただいております。投資的経費でございますが、大きな備品、先ほど言いました洗浄機、それ

と大きな修繕の放熱管の取り換えをする費用でございます。備品の２３，０００，０００円の起債の分を

引きましたものと、修繕費を合わせました額を均等割にしておりますのが内容でございます。次に、款２

財産収入、款３繰越金は科目設定として１,０００円ずつでございます｡恐れ入ります、８ページをお願い

申し上げます。８ページの、款４諸収入の項１預金利子は､科目設定として１,０００円の計上でございま

す｡項２の雑入は､パート調理員雇用賃金に係ります雇用保険個人掛金を受入れるものでございます。款５

組合債は、学校教育施設等設備事業債の１７，２００，０００円でございます。これは、食器洗浄機の分
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でございます。従いまして、平成２９年度当初予算額は､３ページの第１表を見ていただきまして、歳入

歳出予算の額でございますが､歳入歳出それぞれ５７９,５０３,０００円をお願いするものでございま

す｡ 

以上､簡単ではございますけれども､平成２９年度藤井寺市柏原市学校給食組合予算の報告とさせてい

ただきます｡よろしくお願い申し上げます。これからも給食をとおして、子ども達の豊かな心をはぐくん

でもらえるような学校給食を職員一同、全力で取り組んで行きたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。以上でございます。 

 

○教育長 

  ありがとうございました。ただいま平成２９年度一般予算について、説明いただきました。総額につい

ては２８年度よりも予算額は減少しているということですが、食器洗浄機でありますとか、放熱管の交換

とか、必要な部分については予算の措置をいただいているというところでございます。 

特にご意見やご質問等ございますでしょうか。 

 

○教育委員  

  今、説明いただいた分とは異なるんですけれど、一般管理費で、対前年で６６，０００，０００円減に

なっている大きな理由は何かあるんですか。 

 

○給食課長 

  ９ページの方に、総務費、総務管理費の一般管理費の６６，４２３，０００円でございますが、これに

つきましては、退職手当とそれに伴う給料の減額分でございます。自己都合で１名、５月末に退職いたし

ました関係で、その分の給料と手当も含めましての減額と、あと退職手当の分、ほとんどこれが前年度と

比べて減額している要素でございます。 

 

○教育委員 

はい、わかりました。 

 

○教育長 

  人件費関係が主な要因ということですね。 

 

○給食課長 

  はい。 
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○教育長 

  よろしいでしょうか。ありがとうございました。では、続いて報告第３号、学校給食費の滞納問題につ

いて、事務局よろしくお願いします。 

 

○給食課長 

滞納給食費でございますが、先ほど総合教育会議の中でも経過説明をさせていただきましたので、そ

の分は省略させていただいて、資料Ｎｏ．６－１これは、給食費滞納納入年度別一覧表でございます。

まず、左の方に藤井寺市柏原市の小中学校を区分として入れております。２５年度末、これは小学校の

滞納分の合計ですけれど、これは学校が持っている滞納分を全て給食センターに移管したものがこの額

でございます。その２６年度は中学校給食が開始いたしましたので、中学校給食を含めます滞納額をこ

こで表しております。これは小中を合わせました滞納額がこの分で２６年度で発生したということでご

ざいます。２５年とこの２６年の滞納額を合わせました額は２６年度末の滞納額の合計でございます。

同じように２７年度、それと２８年度、これは１２月末現在、これが今現在、滞納額として残っている

金額でございます。人数につきましては、その下に２８年度の滞納人数、そのうち一部を含めまして何

らかの形で支払いに応じた人数を明記させていただいております。資料Ｎｏ．６－２、ここに滞納回収

フローチャートがございます。今、どこまで対応してるのかというと、③の再催告のところで終わって

おります。２９年度につきましては、一歩進みまして通告から進むことになります。先ほども言いまし

たように、通告対象者についてはすべての滞納者についてこの通告書で通知いたします。拒否、又は指

定した期間内に支払行為に応じない場合は法的処置をとるという再通告を送付して、それにも応じない

場合は簡易裁判所への支払督促の申請書、⑤のところなんですけれども、弁護士名で各家庭に通知する

流れでございます。その後、異議申し立てがあれば訴訟の裁判に移行して進むような状況になります。

まずは第一歩として簡易裁判所への支払督促申立申請書、ここで何らか支払う意思を示してもらえるの

ではないかというように思っております。今の状況は以上でございます。 

 

○教育長 

  ありがとうございました。法的処置を着実に進めていくということでございます。先ほどの予算の中に

も措置をいただいているんですが、この手続きに関わって補正予算等で費用が必要な場合は、お願いして

いくというようなことも必要になろうかと思います。仮執行の申立、これは裁判所の対応ですので、法的

なことにもなりますから、やはり専門家に委ねざるをえないということで、弁護士さんの方で手続きをし

ていただくということでございますが、この表のとおり、それでも応じないという場合は仮執行宣言のつ

いた申立ということで再度というかたちになる訳でございます。それで、異議のあった場合に限って訴訟

になるということで、たぶん訴訟になれば和解というかたちで収まるというふうなことになるんですが、

もし、そういうこともなくて本当に裁判で決着となれば、当然、延滞金でありますとか、負けた方には、
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それに伴う費用の負担とか、そういうことも伴って起こってくるということになろうかと思っています。

また、来年度も他市等の状況も参考にして円滑に着実に進めていくということで対応していかなければな

らないというふうにも思っております。 

この件についてよろしいでしょうか。 

 

○教育委員一同 

「はい」の発言 

 

○教育長 

  では次の、報告第４号学校給食の危機管理について、よろしくお願いいたします。 

 

○給食課長 

はい、学校給食における異物混入対応マニュアル、資料Ｎｏ．７を今回提出させていただいております。

この対応マニュアルでございますが、２８年８月５日に教育委員会会議でご提示させていただきまして、

中身を見て一部変えたところがございます。その分を網掛で示させていただいているものが、教育委員会

で一部変更して、ご決定を願ったものでございます。このものを１月２５日の理事会で報告させていただ

きました。今回の理事会でございますが、一応中身を見ていただいて、先生方のご意見はございませんで

したので、この対応マニュアルを基に新年度はこれでスタートさせていただきまして、今後でございます

が、理事会やこの教育委員会会議の中で意見や問題点が出た場合は、協議して決定してより良いものに作

り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。以上でございます。このマニュア

ルを通して給食センターで対応をとっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でご

ざいます。 

 

○教育長 

  ありがとうございました。理事会の方での一応お目通しいただいて、ご意見等をいただくということで

したが、一応このかたちでご了解いただいたというふうにも思っております。 

  特に何かございますでしょうか。実際この間も、色々と一般的な異物ですけれど、混入事案が各教育委

員会の方にも文書でお知らせされているかと思いますが、とにかく、そういうことも十分注意して、関係

業者でありますとか、またセンターの中で起こったと思われるケースについては、再度対応について確認

していただいている状況だと思います。これはもちろん学校も含めても衛生管理ということですので、学

校の対応も必要かというような場合については、教育委員会の意向として指導の方をしていきたいという

ふうにも思っております。この件は、こういうかたちで報告ということで承ります。 

  今日の予定の内容は終わりましたが、全体をとおして何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。 
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○教育委員一同 

「はい」の発言 

 

○教育長 

  円滑な進行にご協力いただきまして、ありがとうございました。 

 

 

 

会議事項が終了したので、閉会する。             午後０時００分 


